
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  東日本大震災により被害を受けた土地等 

Ｑ：東日本大震災により被害を受けた土地

の評価方法が明らかになったそうですが、ど

のようになったのですか？ 

 

Ａ：調整率を路線価及び評価倍率に乗じて

評価金額を求めます。 

【解説】 

さきごろ、国税庁から東日本大震災によっ

て被害を受けた財産の評価方法が明らかにさ

れました。土地等については、次のとおりで

す。 

次により取得した特定土地等で、平成23年3

月11日において所有していたものの価額は、

震災の発生直後の価額(震災後を基準とした

価額)によることができることとされていま

す。この場合の震災の発生直後の価額は、原

則として、平成23年分の路線価及び評価倍率

に指定地域内の一定の地域ごとに定めた「調

整率」を乗じて求めます。「調整率」は、次

のサイトに掲載されています。地域によって

異なります。http://www.rosenka.nta.go.jp/ 

①平成22年5月11日から平成23年3月10日ま

での間に相続等により取得 

②平成22年1月1日から平成23年3月10日ま

での間に贈与により取得 

土地等(特定土地等に限りません)が、申告

期限前に被害を受けた場合には、一定の要件

に該当すれば、被害を受けた土地等の価額か

ら被害を受けた部分の価額(①地割れなどの

被害、②津波などによる水没の被害、③液状

化現象による被害によって異なります)を控

除して相続税等を計算することができます。 
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